
新
し
い
保
険
証
は
藤
色
で
９
月

中
旬
に
郵
便
で
お
届
け
し
ま
す
。

現
在
お
使
い
の
ク
リ
ー
ム
色
の

保
険
証
の
有
効
期
限
は
９
月

日
３０

ま
で
で
す
。

月
１
日
か
ら
は
使

１０

用
で
き
ま
せ
ん
の
で
各
自
ハ
サ
ミ

で
切
る
な
ど
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

確
認
事
項

保
険
証
が
届
き
ま
し
た
ら
、
次

の
こ
と
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

1
他
の
健
康
保
険
証
と
重
複
し
て

い
る
人
は
い
ま
せ
ん
か
。

2
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
に
漏

れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

3
氏
名
や
生
年
月
日
に
誤
り
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。

4
転
居
・
転
出
な
ど
住
所
を
異
動

し
た
人
は
い
ま
せ
ん
か
。

5
学
生
用
の
保
険
証
を
交
付
し
て

い
る
世
帯
の
方
で
、
現
在
お
持

ち
の
保
険
証
○学
の
有
効
期
限
が

切
れ
て
い
ま
せ
ん
か
。

確
認
事
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
は
届
出
が
必
要
に
な
り

ま
す
。健
康
増
進
課
国
保
年
金
係（
市

役
所
３
番
窓
口
）
で
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
国
民
健
康

保
険
税
が
未
納
に
な
っ
て
い
る
世

帯
の
方
は
、
新
し
い
保
険
証
を
税

務
課
の
窓
口
で
更
新
し
て
い
た
だ

く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

広報しもだ ２０１２.９月号 －２－

【問合せ先】健康増進課 国保年金係 緯 鰻３９２２

昨
年
、
臓
器
移
植
に
関
す
る
法

律
が
改
正
さ
れ
、
保
険
証
の
裏
面

に
「
臓
器
提
供
に
関
す
る
意
思
表

示
欄
」
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

◎
臓
器
提
供
の
意
思
表
示
欄
へ
の

記
入
は
任
意
で
す
。

◎
記
入
の
有
無
に
よ
り
、
受
け
ら

れ
る
医
療
内
容
に
違
い
が
生
じ

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◎
記
入
後
も
、
い
つ
で
も
臓
器
提

供
に
関
す
る
意
思
を
変
更
で
き

ま
す
。

◎
そ
の
場
合
、
保
険
証
の
再
交
付

を
受
け
、
改
め
て
変
更
後
の
意

思
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
個
人
情
報
保
護
シ
ー
ル
を
同
封

し
ま
す
の
で
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

下
田
市
で
は
、
平
成

年
９
月

２４

末
よ
り
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入

さ
れ
て
い
る
方
に
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

医
薬
品
差
額
通
知
を
送
付
し
ま
す
。

こ
の
通
知
は
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

医
薬
品
に
変
更
し
た
場
合
、
薬
の

自
己
負
担
額
が
ど
れ
く
ら
い
軽
減

で
き
る
か
の
一
例
を
お
知
ら
せ
す

る
ハ
ガ
キ
で
す
。

平
成

年
度
は
９
月
（
７
月
調

２４

剤
分
）
と
２
月
（

月
調
剤
分
）
の

１２

２
回
、
被
保
険
者
お
ひ
と
り
ご
と

に
お
送
り
し
ま
す
。

今
年
度
の
送
付
対
象
は
、
次
の

事
項
に
該
当
し
て
い
る
方
で
す
。

1
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の
切

り
替
え
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、月

額
で
1
0
0
円
以
上
お
薬
代
が

安
く
な
る
方

2
調
剤
薬
局
で
調
剤
を
受
け
て
い

る

歳
以
上
の
方

15
記
載
内
容
等
で
ご
不
明
な
点
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
ハ
ガ
キ
に
記
載

さ
れ
て
い
る
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
へ

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

０
１
２
０
―

５
３
―

０
０
０
６

医
師
の
処
方
箋
に
基
づ
い
て
調

剤
さ
れ
る
「
医
療
用
医
薬
品
」
の

う
ち
、
先
発
医
薬
品
の
特
許
期
間

終
了
後
に
承
認
を
得
て
販
売
さ
れ

る
、
同
じ
主
成
分
・
同
等
の
効
果

を
持
つ
後
発
医
薬
品
の
こ
と
を
指

し
ま
す
。

開
発
か
ら
承
認
ま
で
に
多
く
の

時
間
と
費
用
が
か
か
る
新
薬
に
比

べ
、
基
本
的
に
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医

薬
品
は
薬
価
が
低
く
設
定
さ
れ
て

お
り
、
被
保
険
者
ご
自
身
の
自
己

負
担
額
の
軽
減
や
、
年
々
増
え
る

医
療
費
全
体
を
減
ら
す
効
果
に
つ

な
が
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
通
知
が
届
い
た
方
が

必
ず
し
も
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

に
切
り
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
全
て
の
薬
品
に
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
医
薬
品
が
開
発
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、
調
剤
料
等
を

含
め
た
価
格
と
比
べ
る
と
、
大
差

な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の
切

り
替
え
は
、
必
ず
医
師
・
薬
剤
師

に
相
談
の
う
え
行
っ
て
下
さ
い
。

保
険
証
の
裏
面
で

臓
器
提
供
の
意
思
表
示
が

可
能
で
す

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
は
…

今度の保険証は藤色です

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

（
後
発
医
薬
品
）

差
額
通
知
を
送
付
し
ま
す

～保険証の裏面～

－３－ 広報しもだ ２０１２.９月号

月
の
特
定
健
診
は
予
約
制
と

１０
な
り
ま
す
。

午
後
１
時
か
ら
３
時
ま
で
の
３０

分
間
隔
で
ご
予
約
を
承
り
ま
す
。

予
約
申
込
は
9
月

日（
月
）
か

10

ら
開
始
し
ま
す
。
健
康
増
進
課
健

康
づ
く
り
係
ま
で
お
電
話
く
だ
さ

い
。
（
緯
鰻
2
2
1
7
）

対
象
者歳

以
上
で
国
民
健
康
保
険
も

４０
し
く
は
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に

加
入
し
て
い
る
方

※
大
腸
が
ん
検
診
、
肺
が
ん
検
診

も
同
時
に
実
施
し
て
お
り
ま
す

（
こ
の
二
つ
の
検
診
に
つ
い
て
は
予

約
不
要
で
す
）
。

予
約
で
ス
ム
ー
ズ
健
康
チ
ェ
ッ
ク

通
常
、
各
地
区
で
巡
回
し
て
い

る
健
診
は
、
ご
自
宅
の
近
く
で
受

け
ら
れ
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ

り
ま
す
が
、
日
に
ち
が
限
ら
れ
て

い
ま
す
し
、
予
約
制
で
は
な
い
の

で
地
区
に
よ
っ
て
は
大
変
混
雑
し

て
し
ま
う
場
合
も
あ
り
ま
す
。

予
約
健
診
で
し
た
ら
待
ち
時
間

も
少
な
く
、
予
定
も
決
め
や
す
い

の
で
大
変
便
利
で
す
。

ま
だ
、
健
診
を
受
け
て
い
な
い

方
は
、
是
非
ご
利
用
下
さ
い
。

生
活
習
慣
病
予
防
の
重
要
性

が
ん
や
心
臓
病
、
脳
卒
中
な
ど

の
生
活
習
慣
病
は
日
本
人
の
死
因

の
約
６
割
を
占
め
て
い
ま
す
。

普
段
の
食
生
活
な
ど
様
々
な
習

慣
が
か
ら
み
、
自
覚
症
状
も
少
な

い
の
で
、
い
つ
の
間
に
か
重
症
化

し
て
し
ま
う
場
合
も
あ
り
ま
す
。

特
定
健
診
は
自
分
自
身
で
は
分

か
ら
な
い
身
体
や
生
活
状
況
を
判

定
し
、
み
な
さ
ま
の
健
康
生
活
を

サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

問
合
せ
先

健
康
増
進
課
国
保
年
金
係

緯
鰻
３
９
２
２

健
康
の
秋
、予
約
で
健
康
チ
ェ
ッ
ク
（
特
定
健
診
）

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

加
入
者
の
み
な
さ
ま
へ

医
療
費
の
総
額
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

ご
自
身
の
受
け
た
医

療
の
内
容
を
確
認
し
、

医
療
や
健
康
に
対
す
る

理
解
を
深
め
て
い
た
だ

く
た
め
に
、
年
に
２
回

静
岡
県
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
か
ら
「
医

療
費
の
お
知
ら
せ
」（
医

療
費
通
知
）
を
送
付
い

た
し
ま
す
。

本
通
知
の
注
意
事
項

◎
医
療
費
や
保
険
料
を

請
求
す
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

◎
記
載
さ
れ
て
い
る
金
額
は
診
療

に
要
し
た
医
療
費
の
総
額
で
す
。

（
医
療
機
関
等
の
窓
口
で
支
払
っ

た
金
額
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

◎
診
断
書
料
な
ど
の
保
険
外
費
用

は
含
み
ま
せ
ん
。

◎
確
定
申
告
な
ど
の
医
療
費
控
除

の
領
収
書
の
代
わ
り
と
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
合
せ
先

静
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

緯
０
５
４
―

２
７
０
―

５
５
３
０

健
康
増
進
課
国
保
年
金
係

緯
鰻
３
９
２
２

国
民
年
金
保
険
料
は
納
期
限
よ

り
２
年
を
経
過
し
た
場
合
、
時
効

に
よ
っ
て
納
付
す
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
り
ま
す
が
、
過
去

年
間

１０

の
納
め
忘
れ
た
保
険
料
に
つ
い
て

平
成

年

月
１
日
か
ら
平
成

２４

１０

２７

年
９
月

日
ま
で
の
間
に
限
り
、

３０

今
ま
で
納
付
で
き
な
か
っ
た
期
間

の
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
可

能
に
な
り
ま
し
た
。

後
納
制
度
の
メ
リ
ッ
ト

２
年
以
上
前
の
保
険
料
を
納
め

る
こ
と
に
よ
り
、

①
将
来
受
け
取
る
年
金
額
が
増
額

②
年
金
の
受
給
資
格
が
得
ら
れ
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す

対
象
者

納
付
済
期
間
及
び
合
算
対
象
期

間
を
合
計
し
て
も

年
に
満
た
な

２５

い
人
や
、
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給

権
を
有
し
て
い
な
い
な
ど
、
過
去

年
以
内
に
未
納
期
間
を
有
す
る

１０方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
繰
り
上
げ
受
給
者
の
方

は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

対
象
期
間

既
に
２
年
の
時
効
が
経
過
し
て

納
付
で
き
な
く
な
っ
た
国
民
年
金

保
険
料
で
承
認
日
の
属
す
る
月
前

年
以
内
の
も
の
が
対
象
で
す
。

１０増
え
る
年
金
額

保
険
料
１
か
月
分
を
納
め
る
こ

と
に
よ
り
増
額
さ
れ
る
年
金
受
給

額
の
目
安
は
年
額
約
１,
６
３
８

円
（
平
成

年
度
時
点
）
で
す
。

２４

問
合
せ
先

三
島
年
金
事
務
所

緯
０
５
５
―

９
７
３
―

１
４
４
４

健
康
増
進
課
国
保
年
金
係

緯
鰻
３
９
２
２

実
施
日

月
9
日
（
火
）

10
月

日
（
水
）

10

10
月

日
（
木
）

10

11
月

日
（
金
）

10

12
月

日
（
土
）

10

13
月

日
（
月
）

10

15
月

日
（
火
）

10

16
月

日
（
水
）

10

17

会

場

中

央

公

民

館

市

民

文

化

会

館

白

浜

公

民

館

中

央

公

民

館

下
田
市
民
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

朝

日

公

民

館

道
の
駅

開
国
下
田
み
な
と

道
の
駅

開
国
下
田
み
な
と

第2回第1回

平成24年7月～11月平成24年1月～6月対象診療年月

平成25年2月下旬ごろ平成24年9月下旬ごろ送 付 時 期

国
民
年
金
の
後
納
制
度
が
始
ま
り
ま
す

～ 後納制度で納められる範囲～

20歳 60歳 65歳 70歳

任意加入している期間のみ対象

480月を超える
部分は対象外

300月を超える
部分は対象外

未納期間だけでなく、
未加入期間も対象となる

老齢基礎年金の受給資格を有したあとに後納することはできない


